
７被災者の救出
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７ 被災者の救出（内閣府告示 第６条）

一 般 基 準 備 考

対象者

災害のため現に生命もしくは
身体が危険な状態にある者又
は生死不明の状態にある者を
捜索し、又は救出するもの

救助期間
災害発生の日から
３日（72時間）以内

対象経費

舟艇その他救出のための機械、
器具等の借上費又は購入費、
修繕費及び燃料費として当該
地域における通常の実費

※ 下線部は特別基準の設定が可能なもの。
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７ 被災者の救出

主 な 留 意 事 項

○ 消防や警察、派遣依頼を受けた自衛隊等による救出活動は、原則として法の対象
とならな い。これらの組織は、当該業務をその本務としているとともに、通常自
己完結的に必要な機材や道具等を備えているのが当然だからである。

○ いわゆる通常の避難は救出には含まれない。被災者が能動的に避難しうる状況に
ある場合は、法による救出は要しないと考えられるからである。

○ 人の救出に限定される。財産はもとより救出される者が大切にしている愛玩具や
動物等も 対象とならない。

○ 被災した原因は問わない。現に捜索や救出を必要としている以上、その原因が不
可抗力によるものであろうと、本人の過失によるものであろうと、業務上の事由に
よるものであろうと問わない。

105



 

第４ 救助の程度、方法及び期間に関する事項 

 

   救助の程度、方法及び期間については、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が

定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事がこれを定めることとされており、一般的には

次により取り扱うこととしているが、この取扱いはあくまでも原則的な考え方であり、硬直的

な運用に陥らないように留意すること。 

通常、この内閣総理大臣が定める基準を一般基準と言い、一般基準によっては救助の適切な

実施が困難な場合に、都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意の上に定める基準を特

別基準と言っている。 

   災害は、その規模、態様、発生地域等により、その対応も大きく異なるので、実際の運用に

当たっては、内閣府と連絡調整を図り、必要に応じて内閣総理大臣に協議し、特別基準を設定

するなど、救助の万全を期する観点から、柔軟に対応する必要があるものである。 

 

 

 ８ 被災者の救出 

（１）趣旨 

災害が発生したときには、災害のため現に生命又は身体が危険な状態にある者又は生死不

明の状態にある者を速やかに捜索し、救出すること。 

   ア 災害のために、現に生命身体が危険な状態とは、必ずしも災害が直接的な原因となって

いることは要しないし、また、その原因も不可抗力か本人の過失かなども問われない。 

（注）被災者とは、厳密には災害を原因とする者のみとも解せられるが、生命等に係わる問題で

厳密な運用を行うことは必ずしも適切ではないので、通常、アにより運用している。 

   イ 現に生命身体が危険な状態とは、客観的に明らかに危険な状態にあり、早急に救い出さ

なければならない状態におかれているような場合をいう。 

   ウ 生死不明の状態とは、生死が判明しない者をいう。 

なお、災害のため生命又は身体が危険な状態にあるような者などの捜索又は救出は、

も緊急を要する救助であり、迅速に行うよう努める必要があるが、一般的な救出の期間で

ある３日間経過後においても、生死が判明しない者がいる場合については、内閣総理大臣

に協議の上、救出期間を延長できる。 

   エ いわゆる通常の避難は、法による被災者の救出には当たらない。 

   オ 法による被災者の救出は、人の救出だけに限定される。 

財産はもとより、救出される者が大切にしている愛玩具、動物等についても、原則とし

て対象とはならない。 

ただし、ともに救出しなければ、本人の救出に支障がある場合又は本人の精神に重大な

支障をきたすおそれのある場合で、被災者全体の救出に特に支障がないときに、本人以外

のものの救出又は運搬を妨げるものではない。 

 

（２）期間 

ア 災害のため生命又は身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、  

又は救出することは、 も緊急を要する救助であり、３日（72 時間）以内に救出するよう 

努めなければならない。 



 

   イ 法による被災者の救出を実施できる期間は次により定めること。 

   （ア）法による被災者の救出に必要な期間が予測できる場合、又は、一定期間以上の救出の 

     必要性が明らかな場合は、その期間とすること。 

ただし、この期間が３日を超える場合は、内閣総理大臣に協議すること。 

   （イ）（ア）により被災者の救出を実施する期間を定められない場合は、法による被災者の 

救出を実施する期間を災害発生の日から３日以内で定めること。 

   （ウ）（ア）及び（イ）のいずれの場合であっても、更に再延長が必要な場合は、同様にい 

ずれかにより取り扱うこと。 

 

（３）基準額 

法による災害にかかった者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機

械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費とす

る。 

   ア 法による被災者の救出は、その性格から、人命の救助に必要であれば、真に必要やむを

得ない経費は額の限度もなく、様々な方法によるべきである。 

      イ 法による被災者の救出のために支出できる費用は、特に額の限度が定められていない

が、公費の支出という観点から、できる限り適正な程度及び方法で実施しなければならず、

例えば、正当な報酬等の範囲内で救助に協力しないような者がいたときには、法第７条又

は第９条の規定により強制権を発動する等の措置により、正当な価格の維持に努めること

なども検討すべきである。 

   ウ 舟艇その他救出のための機械、器具等が救助の実施において損傷し、これを修理する場

合は、損傷箇所の把握のため、写真や修理・整備記録などの提出を求めること。 

 

（４）必要な書類 

法による被災者の救出に当たっては、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備し、保存

すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代わるも

のを保存すること。 

   ア 救助実施記録日計票 

   イ 被災者救出用機械器具燃料受払簿 

   ウ 被災者救出状況記録簿 

   エ 被災者救出用関係支出証拠書類 
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